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東日本大震災から既に４年余りが経過いたしましたが，国に

おかれましては，これまで様々な要望の具体化を通じ，被災  

された皆さまが待ち望んでいた各種施策を実施していただき，

心から感謝申し上げます。 

現在，こうした新たな施策の活用をはじめ，全国の自治体，  

企業，団体，個人及び海外の皆さまからの心温まる御支援をい

ただきながら，被災地域の復旧・復興に向け，県民一丸となっ

て懸命に努力を続けておりますが，自治体の人員不足のほか，  

地元との合意形成や用地買収に時間を要することなどにより，

復興まちづくり事業等，大規模ハード事業を中心に遅れが生じ

ております。 

国の基本方針をはじめ，本県の震災復興計画や甚大な被害を

受けた市町の計画においても，復興期間を１０年間としている

ところであり，平成２８年度以降も総額として約２．５兆円に

も上る多くの復旧・復興事業が計画されております。 

これらの計画は，平成２８年度以降も特例的な財政支援制度

が継続されることを前提としており，新たな地方負担が僅かで

も生じれば，震災により財政力が低下している本県及び被災市

町への影響は，避けられません。 

本県では，今なお，プレハブ仮設住宅等で不便な生活を強い

られている方が６万７千人余り，宮城の地を離れて県外に避難

されている方が７千人余りいらっしゃいますが，こうした状況

下に置かれている方々は，今後，生まれ育ったそれぞれの故郷

において再び根を張り，自立した生活を営んでいくことを強く



 

望んでおられます。 

被災された皆さまの切実な思いに応え，住民が主役の復旧・  

復興を成し遂げていくためには，住宅再建をはじめ，雇用の確

保に欠かせない企業の事業再開を促していく等，平成２８年度

以降も着実な事業実施が必要不可欠であり，こうした現状を踏

まえれば，集中復興期間の打ち切り，さらには新たな地元負担

など，我々には到底思いもよらないことであります。 

つきましては，下記について，強く要望いたします。 

 

記 

 

１ 被災地の復旧・復興が完全に成し遂げられるよう，平成 

２７年度までとされている集中復興期間を延長するとともに，

現在の特例的な財政支援について，継続すること。 

 

２ 特例的な財政支援の継続に当たっては，現在着手されてい

る復旧・復興事業はもとより，平成２８年度以降に着手せざ

るを得ない事業についても，既に事業を行っている地域との

格差が生じることのないよう必要な財源を確保すること。 


